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このノートに、あなたが受けた取り調べの様子を記録して、後日、 私 に返
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このノートは、弁護人が、その弁護活動のため、被疑者に差し入れ、記録を要請
の ー と べんごにん べ ん ごかつどう ひ ぎ し ゃ さ い き ろ く ようせい

するものであって、その記録内容については、秘密交通権の保障を受けます。

き ろ くないよう ひ み つこうつうけん ほしょう う

京都弁護士会刑事委員会編
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被疑者ノートの作成について

ひ ぎ し ゃ さくせい

あなたは今、捕まって取り調べを受けています。これからは取り調べのときに
いま つか と しら う と しら

どんなことがあったのか、警察や検 察 庁がどんな捜査をしたのかについて、 必
けいさつ けんさつちょう そ う さ かなら

ず毎日、この「被疑者ノート」に書き込むようにしてください。特に、納得でき
まいにち ひ ぎ し ゃ の ー と か こ とく なっとく

ないとか何かおかしいと思った出来事があったら、 必 ずどんな取り調べがあっ
なに おも で き ご と かなら と しら

たかできるだけ詳しく、ありのままを書くようにしてください。
くわ か
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なぜこの「被疑者ノート」を

ひ ぎ し ゃ の ー と

書いた方がいいのでしょうか？

か ほう

★供述調書って？★
きようじゆつちようしよ

警察や検 察 庁の取り調べの時にあなたが話した内容は、「 供 述 調 書」と
けいさつ けんさつちょう と しら とき はな ないよう きようじゆつちようしよ

いう 形 で記録に残ります。調 書は、取 調 官（検察官や警察官のこと）が作
かたち き ろ く のこ ちょうしょ とりしらべかん けんさつかん けいさつかん つく

って、あなたが末尾に署名・押印（指印）する 形 を取ります。
ま つ び しょめい おういん し いん かたち と

しかし、調 書は、あなたが取り調べで話したことの全部を、そのまま記録
ちょうしょ と しら はな ぜん ぶ き ろ く

してくれている訳ではありません。だいたいは、取 調 官があなたから聞き出
わけ とりしらべかん き だ

した 話 の中から、取 調 官が必要だと判断した内容だけを都合よくまとめた
はなし なか とりしらべかん ひつよう はんだん ないよう つ ご う

作文なのです。それなのに、「 私 は～」「僕は～」という書き出しで始まり、
さくぶん わたし ぼく か だ はじ

まるであなたが話したことが全て記載されているような文 章になっています。
はな すべ き さい ぶんしょう

★嘘の自白が本当になる★

うそ じ は く ほんとう

取 調 室の中にはあなたと取 調 官しかいません。そのため、取り調べのとき
とりしらべしつ なか とりしらべかん と しら

などに、ひどい 扱 いを受けた、言い分を聞いてくれなかった、むりやり嘘を言
あつか う い ぶん き うそ い

わされた、騙されたなどといったことがあっても、他の人には分からないので
だま ほか ひと わ

す。ですから、裁判になってから、「警察で作った調 書に書いてあることは違
さいばん けいさつ つく ちょうしょ か ちが

います。本当はこうだったんです。警察の人にむりやり嘘を言わされたんで
ほんとう けいさつ ひと うそ い

す」と言っても、「今になって下手な言い訳をしているだけだ」と裁判官には信用
い いま へ た い わけ さいばんかん しんよう

してもらえません。そしてその結果、本当は無実なのに有罪にされたり、本当
けつ か ほんとう む じ つ ゆうざい ほんとう

にやったことより重い刑の判決を受けるということも多くありました。
おも けい はんけつ う おお
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ですが、このノートをあなたがきちんと書いていて、あなたの弁護人に届け
の ー と か べんごにん とど

ていれば、あなたの 話 は裁判のときになってはじめて言い出したものではな
はなし さいばん い だ

く、本当の 話 だったんだということの証拠になり、裁判官に信用してもらい
ほんとう はなし しょうこ さいばんかん しんよう

やすくなるのです。

実際に、このノートをきちんと書いていたことで、無実を証 明できたり、自分
じっさい の ー と か む じ つ しょうめい じ ぶ ん

の言い分が裁判で通ったりしたという人がたくさんいます。
い ぶん さいばん とお ひと

★自分自身を守るために★

じ ぶ ん じ し ん まも

このように、被疑者ノートは、身に覚えのない犯罪で処罰されないための証拠
ひ ぎ し ゃ の ー と み おぼ はんざい しょばつ しょうこ

になります。またあなたがこの被疑者ノートを書いていることを知ると、取
ひ ぎ し ゃ の ー と か し とり

調 官もあなたに無理なことができなくなり、言い分を聞いてもらえないとか、
しらべかん む り い ぶん き

いろいろな嘘の供 述を強 制されるなどの不当な取り調べを受けることを
うそ きょうじゅつ きょうせい ふ と う と しら う

防止する助けにもなります。
ぼ う し たす

被疑者ノートは、あなたの身を守る盾なのです。
ひ ぎ し ゃ の ー と み まも たて
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「被疑者ノート」の書き方

ひ ぎ し ゃ の ー と か かた

★はじめに★

１ このノートには、大きく分けると、
の ー と おお わ

①「あなたが身体を拘束されている 間 の手続の流れ」という流れ図
しんたい こうそく あいだ てつづき なが なが ず

②「被疑者ノート」の本体部分
ひ ぎ し ゃ の ー と ほんたいぶ ぶ ん

の２種類の書き込み欄があります。
しゅるい か こ らん

★①の流れ図の書き方★（Ｐ２０～２２）
な が ず か か た

ここには、日付・時間・取り調べの有無・取り調べの時間・取 調 官などだ
ひ づ け じ か ん と しら う む と しら じかん とりしらべかん

けを簡単に空欄に書き込んでください
かんたん くうらん か こ

(書き方の例はＰ１５～１７に載っているので参考にしてください。)
か かた れい の さんこう

★②の本体の書き方★（Ｐ２３～）
ほ ん た い か か た

・ここには、毎日あった出来事を、１日ごとに裏 表１枚ずつ書いてください。
まいにち で き ご と にち うらおもて まい か

・詳しくは思い出せない・全部の欄は書けないという場合も、思い出せる範囲
くわ おも だ ぜ ん ぶ らん か ば あ い おも だ は ん い

だけでもいいので、がんばって書くようにしてください。
か

・もし、ノートを書くのに必要なペンやボールペンをあなたが持っていない
の ー と か ひつよう ぺ ん ぼ ー る ぺ ん も

場合には、身体拘束されている拘置所や留 置 場の係 官に申し出れば、貸して
ば あ い しんたいこうそく こうちしょ りゅうちじょう かかりかん もう で か

もらえることが法律で決められています。 係 官に申し出てください。
ほうりつ き かかりかん もう で

(書き方の例はＰ１８，１９に載っているので参考にしてください。)
か かた れい の さんこう

↓詳しい書き方は、次のページを見て下さい。
くわ か かた つぎ み くだ

5



日付・署名・指印
ひ つけ しよめい し いん

・日付…毎日書いてください。取り調べや変わったできごとが何もない日は日
ひづけ まいにち か と しら か なに ひ ひ

付以外の欄は白紙でかまいません。 必 ず１日１枚使って、日付を書い
づけ い がい らん は く し かなら にち まいつか ひ づ け か

てください。

※取り調べなどのあった日と実 際にノートを書いた日が違う場合は、それぞれの欄
と しら ひ じつさい か ひ ちが ばあい らん

に別々に書いて下さい。
べつべつ か くだ

・署名…あなたの名前を書いてください。
しょめい な ま え か

・指印…指印は、弁護士が本体を宅下げする際に押して頂 きます。
し いん し いん べ ん ご し ほんたい たく さ げ さい お いただ

受けた捜査
う そ う さ

取り調べ・引き当たりなどの捜査を受けた場合、「時間」、「出来事」、「担当
と しら ひ あ そう さ う ば あい じ かん で き ごと たんとう

の警察官・検察官」、「場所」について、それぞれの欄に記 入 して下さい。
けいさつかん けんさつかん ば しよ らん き にゆう くだ

取り調べの 状 況 （「１～３」）
と しら じようきよう

・「２」…取 調 官から以下のような取り調べを受けた場合、その具体的な内容
とりしらべかん い か と しら う ば あい ぐ たいてき ないよう

をできるだけ詳しく、ありのまま書いてください。
くわ か

①暴行や脅 迫を受けた
ぼうこう きょうはく う

ex）「本当のことを言わないと会社にいられなくなるぞ」と言われた／ 私 が座っ
ほんとう い かいしや い わたし すわ

ているイスをけとばされた

②取引を持ちかけられた
とりひき も

ex）認めれば 釈 放してやる／検事に 話 をつけて不起訴にしてやる／保 釈 が通り
みと しやくほう けん じ はなし ふ き そ ほ しやく とお

やすいようにしてやる

③他の 共 犯者や目撃者などのことを持ち出された
た きようはんしや もくげきしや も だ

ex）他の 共 犯者が自白している／目撃者がお前がやったと言っている
た きようはんしや じ はく もくげきしや まえ い

④ 証 拠があるなどと言われた
しよう こ い

ex）こっちには 証 拠がある／お前の言っていることは 証 拠と矛 盾 する
しよう こ まえ い しよう こ む じゆん
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※どのような 証 拠があるか言われた場合は、その 証 拠の内容も 必 ず書いて下
しよう こ い ば あい しよう こ ないよう かなら か くだ

さい。

⑤その他不当な圧 力 を掛けられた
た ふ とう あつりよく か

ex）黙秘権があることを告げられずに取り調べられた／黙秘したのに無理矢理 話
もく ひ けん つ と しら もくひ む り や り はなし

をさせられた／手 錠 をかけられたまま取り調べを受けた／朝から深夜まで OO 時
て じよう と しら う あさ しん や じ

間以 上 ぶっ続けで取り調べを受けた／自白するまで眠らせないと言われた
かん い じよう つづ と しら う じ はく ねむ い

・「３」…取 調 官の名前・肩書（警部・刑事・巡査など）を書いて下さい。分
とりしらべかん な ま え かたがき け い ぶ け い じ じゅんさ か くだ わ

からなければ、特 徴（体格・人相・年齢など)を書いて下さい。
とくちょう たいかく にんそう ねんれい か くだ

取り調べの内容 （「４～１３」）
と しら ないよう

・「４」…取り調べで話した内容を書いてください（取調官が実際に調 書にそ
と しら はな ないよう か とりしらべかん じっさい ちょうしょ

れを書かなかった場合でもかまいません）。
か ば あ い

①身 上
しんじよう

→あなたの 出 生 や生い立ち
しゆつしよう お た

②事件のこと
じ けん

→事件に至るまでのこと、事件のこと、事件後のこと
じ けん いた じ けん じ けん ご

③その他
た

→ 共 犯者や事件関係者のこと、他の事件のことなど
きようはんしや じ けんかんけいしや た じ けん

・「５」…調 書が作成されたか、何通作成されたか（あなたは何回署名・指印
ちょうしょ さくせい なんつうさくせい なんかいしょめい し いん

をしたか）を書いてください。
か

・「６」…取り調べで話した内容のうち、実際に 調 書に記載されたものを書い
と しら はな ないよう じつさい ちようしよ き さい か

て下さい（書き方は「４」と同じです）。
くだ か かた おな

※あなたとしては 調 書に記載して欲しかったのに、取 調 官が 調 書にすること
ちようしよ き さい ほ とりしらべかん ちようしよ

を認めなかったものが特にあれば、「８」に記載して下さい。
みと とく き さい くだ

・「８」…あなたと取 調 官の言い分が違うのに、 調 書には取 調 官の言い分が
とりしらべかん い ぶん ちが ちようしよ とりしらべかん い ぶん

あなたが言ったことのように記載されてしまったら、ここに書いて下さ
い き さい か くだ
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い。

訂正してほしいと言ったのに訂正してもらえなかった場合も、その際
ていせい い ていせい ば あい さい

に捜査官から言われたことなどを書いて下さい。
そう さ かん い か くだ

ex）お前以外はみんな OO と言っているんだから、OO と書く／一度 調 書にし
まえ い がい い か いち ど ちようしよ

たんだから、今更訂正には応じられない
いまさらていせい おう

・「12」…むりやり署名・指印をさせられたような場合には、そのときどんな
しょめい し いん ば あ い

やりとりをしたか、なるべく詳しく書いてください。
くわ か

・「13」…その他、取り調べで気になったことなどがあったら自由に書いて下
た と しら き じ ゆう か くだ

さい。

①逮捕されている事件とは別の事件（別件・余罪）のことをしつこく聞か
たい ほ じ けん べつ じ けん べっけん よ ざ い き

れた（事件の内容も書いて下さい）
じ けん ないよう か くだ

ex）近所であった別のひったくり事件もお前がやったんだろうとしつこく追 及
きんじよ べつ じ けん まえ ついきゆう

された

②弁護人についていろいろ聞かれた・言われた
べんごにん き い

ex）接見の内 容をしつこく聞かれた／あの弁護人は信用できないぞと言われた
せつけん ないよう き べん ご にん しんよう い

※あなた〔被疑者〕と弁護人との相 談内 容は絶 対秘密です。これを捜査機関が聞
ひ ぎ し ゃ べんごにん そうだんないよう ぜったいひみつ そうさきかん き

き出そうとすることは絶 対に許されません。
だ ぜったい ゆる

※取 調 官が、弁護人を信 頼できないぞとか解 任したほうが有利だぞなどと言
とりしらべかん べんごにん しんらい かいにん ゆうり い

った場合、こういう発 言は、あなたと弁護人との 間 の信 頼関 係を壊して、あ
ば あい はつげん べんごにん あいだ しんらいかんけい こわ

なたに自白させようとするものです。
じはく

取り調べの録画 （「14～16」）
と しら ろく が

取り調べの内容が録画された場合は、そのことについて書いて下さい。
と し ら ないよう ろ く が ば あ い か くだ

※取り調べの録画は、取 調 官の言い分をあなたにむりやり認めさせた後、あなたが
と し ら ろ く が とりしらべかん い ぶ ん みと あと

取 調官の言い分を認めている場面だけを都合良く録画するという方法で使われるおそ
とりしらべかん い ぶん みと ばめん つごう よ ろくが ほうほう つか

れがあります。そのような場合は、録画が始まってから、あなたの言い分をはっきり
ば あい ろ く が はじ い ぶん
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と告げるようにしましょう（取 調 官は、一旦録画を始めたら、勝手に 中 止するこ
つ とりしらべかん いつたんろく が はじ かつ て ちゆう し

とは出来ないことになっています）。
で き

・「15」…録画を始める前に、取調官からどのようなことを言われたのかを書
ろ く が はじ まえ とりしらべかん い か

いて下さい。
くだ

ex） 調 書を訂正するなら録画前に言うようにと言われた／録画が始まってか
ちようしよ ていせい ろく が まえ い い ろく が はじ

ら 調 書を訂正するなど言わないようにと言われた
ちようしよ ていせい い い

・「16」…録画について気になったことを書いて下さい。
ろく が き か くだ

ex）録画 中 に言い分をはっきり言えなかった／録画が始まって言い分を言っ
ろく が ちゆう い ぶん い ろく が はじ い ぶん い

たら一旦録画を 中 断され、録画をやり直された
いつたんろく が ちゆうだん ろく が なお

取り調べ以外の捜査 （「17～19」）
と しら い がい そう さ

取り調べ以外に、現場での引き当たりや、自 供 書（ 上 申書）の作成をした場合、
と しら い がい げん ば ひ あ じ きようしよ じようしんしよ さくせい ば あい

ここに書いて下さい。
か くだ

その他 （「20」）
た

「１～19」に挙げた以外のことでも、気になったことがあったら自由に書い
あ い がい き じ ゆう か

て下さい。思わぬことが、後日裁判で 重 要になる場合もあります。
くだ おも ご じつさいばん じゆうよう ば あい

ex） 留 置 係 がしきりに事件のことを聞いてくる／健康 状 態が良くない
りゆう ち かかり じ けん き けんこうじようたい よ
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取り調べの Ｑ ＆ Ａ

と しら きゅうあんどえー

★黙秘権★

もくひけん

Ａ１ あなたは、質問に答えずに、言いたいことだけを言ったり、世間話にだけ応
しつもん こた い い せけんばなし おう

じたりすることができます。また、「黙秘権を行使します」と告げて、後は
もくひけん こ う し つ あと

ずっと黙っておくということもできます。
だま

憲法や法律では、どんなことであっても、あなたが言いたくなければ無理
けんぽう ほうりつ い む り

に言わされたりされないことを定めています（憲法第３８ 条 １項、刑事
い さだ けんぽうだい じょう こう け い じ

訴訟法第１９８ 条 ２項）。これは黙秘権といって、あなたが当然に持ってい
そしょうほうだい じょう こう もくひけん とうぜん も

る権利なのです。
け ん り

ですので、聞かれたことに答えずに黙っていることができます。
き こた だま

★嘘の自白の強 要★

うそ じ は く きょうよう

Ｑ１ 取り調べでは、聞かれたことには全て答えなければならな
と しら き すべ こた

いのですか？

Ｑ２ 私は何も罪を犯していないのに、取調官に「罪を認めた方
わたし なに つみ おか とりしらべかん つみ みと ほう

が有利になる、黙っていると家族に迷惑がかかる、会社にガ
ゆ う り だま か ぞ く めいわく かいしゃ

サ入れする」などと言われたり、黙っていても不利になるだ
い い だま ふ り

けだから認めてしまえと言われたりしました。どうしたらい
みと い

いのでしょうか？

10



Ａ２ 絶対に妥協しないでください。
ぜったい だきょう

妥協して、嘘の調 書が作られてしまうと、本当のことを言っても誰にも信
だきょう うそ ちょうしょ つく ほんとう い だれ しん

じてもらえなくなったり、裁判官にあなたがやってもいないことをやったと
さいばんかん

思われて有罪の判決を受けたり、刑が重くなったりするなど、後で取り返し
おも ゆうざい はんけつ う けい おも あと と かえ

がつかなくなります。目先の利益のために認めたりしては、絶対にいけませ
め さ き り え き みと ぜったい

ん。

もし作られた調 書の内容がおかしいと感じたら、決して署名・指印しな
つく ちょうしょ ないよう かん けっ しょめい し いん

いでください。心配なときは、まず弁護士に相談してからにしてください。
しんぱい べ ん ご し そうだん

取 調 官に遠慮する必要はありません。「弁護士と相談してからでないと
とりしらべかん えんりょ ひつよう べ ん ご し そうだん

署名・指印しません」と、きっぱり言ってください。
しょめい し いん い

どのように対処しなければならないかは、そのときどきで変わってきます。
たいしょ か

どうすればいいか分からないときは、まず弁護士に相談してください。
わ べ ん ご し そうだん

★秘密交通権★

ひ み つこうつうけん

Ａ３ あなたと弁護士が話した内容について聞かれても、一切答えてはいけませ
べ ん ご し はな ないよう き いっさいこた

ん。

あなたと弁護士が誰にも内容を知られずに打合せをすることは、裁判で、
べ ん ご し だれ ないよう し うちあわ さいばん

あなたの言い分を的確に主 張したり、無罪を勝ち取ったりするためには、
い ぶん てきかく しゅちょう む ざ い か と

とても大切なことです。
たいせつ

Ｑ３ 取調官が、弁護士と接見したときにどんな話をしたか、
とりしらべかん べ ん ご し せっけん はなし

内容を聞いてきました。教えなければならないのでしょう
ないよう き おし

か？
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また、法律は、あなたと弁護士が、警察関係者等が立ち会うことなく、二人
ほうりつ べ ん ご し けいさつかんけいしゃなど た あ ふ た り

きりで打合せができると定めています(刑事訴訟法第３９ 条 １項)。つまり、
うちあわ さだ け い じそしょうほうだい じょう こう

法律によって、あなたと弁護士との接見室での打合せ内容を秘密にできるこ
ほうりつ べ ん ご し せっけんしつ うちあわ ないよう ひ み つ

とが認められているのです。
みと

★署名・押印拒否権★

しょめい おういんきょひけん

Ａ４ あなたには署名も指印もする義務はありません。
しょめい し いん ぎ む

一応は、あなたが「 私 の調 書に書いてある内容に間違いはありませ
いちおう わたし ちょうしょ か ないよう ま ち が

ん。」と答えると、取 調 官は調 書に署名と指印を求めることができること
こた とりしらべかん ちょうしょ しょめい し いん もと

になっています。

ですが、あなたが署名・指印したくなければ、しなくていいのです。法律
しょめい し いん ほうりつ

は、署名も指印も拒むことができると認めています（刑事訴訟法第１９８ 条
しょめい し いん こば みと け い じそしょうほうだい じょう

５項但 書）。もし調 書があなたの言い分どおりに作られていたとしても、
こうただしがき ちょうしょ い ぶん つく

あなたの気が進まなければ、署名も指印もしなくていいのです。あなたの納得
き すす しょめい し いん なっとく

がいかないときはなおさら、署名も指印もしてはいけません。
しょめい し いん

★調 書の閲読・読み聞け★

ちょうしょ えつどく よ き

Ｑ４ 取調官が調書を作った後に、「ここに署名と指印をしなさ
とりしらべかん ちょうしょ つく あと しょめい し い ん

い。」と言ってきました。しなければいけないのでしょう
い

か？
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Ａ５ その場合でも、調 書に署名・指印する必要はありません。すぐに調 書の
ば あ い ちょうしょ しょめい し いん ひつよう ちょうしょ

内容の確認をさせろと要 求してください。
ないよう かくにん ようきゅう

取 調 官は、調 書をあなたに読ませたり（閲読）、取 調 官が読んで聞かせ
とりしらべかん ちょうしょ よ えつどく とりしらべかん よ き

たり（読み聞け）しなければならないことになっています（刑事訴訟法第１
よ き け い じそしょうほうだい

９８ 条 ４項）。つまり、あなたは取 調 官に対して、調 書の閲読や読み聞け
じょう こう とりしらべかん たい ちょうしょ えつどく よ き

を求めることができます。
もと

読み聞けは、取 調 官が調 書を読み、あなたはそれを聞いて確認するとい
よ き とりしらべかん ちょうしょ よ き かくにん

うものです

しかし、取 調 官は分かりやすく読み聞かせてくれるわけではありません。
とりしらべかん わ よ き

その上、調 書の 量 が多いときや、長時間の厳しい取り調べの後で疲れてし
うえ ちょうしょ りょう おお ちょうじかん きび と しら あと つか

まっているときなど、ついつい聞き流してしまうこともあります。また、調 書
き なが ちょうしょ

は、大事な部分が間違っていることも多々あります。
だ い じ ぶ ぶ ん ま ち が た た

ですので、調 書は、あなた自身が読むべきです。できるだけ取 調 官に調 書
ちょうしょ じ し ん よ とりしらべかん ちょうしょ

の閲読を要 求してください。また、取 調 官が閲読や読み聞けに応じない限
えつどく ようきゅう とりしらべかん えつどく よ き おう かぎ

り、署名・指印を拒否してください。
しょめい し いん き ょ ひ

なお、あきらめたり投げやりになったりして、調 書の閲読も読み聞けも
な ちょうしょ えつどく よ き

なしに署名・指印するのは、絶対にいけません。いったん署名・指印してし
しょめい し いん ぜったい しょめい し いん

まうと、後でいくらその調 書の内容が違うと言っても、信じてもらえない
あと ちょうしょ ないよう ちが い しん

ことが多いのです。裁判官が間違った調 書を信用してしまったら、あなた
おお さいばんかん ま ち が ちょうしょ しんよう

Ｑ５ 取り調べ後、すぐに取調官から署名・指印しろと言われま
と しら ご とりしらべかん しょめい し い ん い

した。私が話したことがちゃんと書かれているのかどうか、
わたし はな か

とても不安です。内容を確認できないのでしょうか。そのま
ふ あ ん ないよう かくにん

ま署名・指印しないといけないのでしょうか？
しょめい し い ん
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は不当に重く処罰されるでしょう。
ふ と う おも しょばつ

★増減変更の申 立 権★

ぞうげんへんこう もうしたてけん

Ａ６ 書き直してもらえます。
か なお

あなたは供 述調 書について、法律の定めにより、書き直せと求めるこ
きょうじゅつちょうしょ ほうりつ さだ か なお もと

とができます（刑事訴訟法１９８ 条 ４項）。
け い じそしょうほう じょう こう

ところが、あなたが取 調 官に書き直しを求めたのに、書き直してもらえ
とりしらべかん か なお もと か なお

ないことも多々あります。その場合は、決して署名・指印してはいけません。
た た ば あ い け っ し て しょめい し いん

ただ、実は、調 書を訂正することには、 難 しい問題があります。訂正が
じつ ちょうしょ ていせい むずか もんだい ていせい

ある調 書は、あなたの言い分をよく聞き取って作成された調 書だと思われ
ちょうしょ い ぶん き と さくせい ちょうしょ おも

てしまうことがあるのです。また、訂正があると、訂正しなかった部分は、
ていせい ていせい ぶ ぶ ん

あなたが納得した部分だと思われることもあります。ですので、場合によっ
なっとく ぶ ぶ ん おも ば あ い

ては訂正を求めずに、調 書の署名・指印を拒否した方がいいこともあるの
ていせい もと ちょうしょ しょめい し いん き ょ ひ ほう

です。 難 しい問題ですので、分からないときは、調 書に署名・指印する前
むずか もんだい わ ちょうしょ しょめい し いん まえ

に、弁護人に相談してください。
べんごにん そうだん

Ｑ６ 調書ができて、読ませてもらった後、書き直してほしい
ちょうしょ よ あと か なお

ところがありました。書き直してもらえますか？
か なお
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７ ５/ / /

あなたが身体
し ん た い

を拘束
こ う そ く

されている間
あいだ

の手続
て つ づ き

の流
な が

れ

あなたは、拘束
こうそく

されている間
あいだ

、警察
けいさつ

、検察
けんさつ

、裁判所
さいばんしょ

に下
した

の表
ひょう

のような流
なが

れの取
と

り

扱
あつか

いを受
う

けます（下
した

の表
ひょう

は、１日
にち

１枠
わく

です）。

下
した

の表
ひょう

は、あなたに手続
てつづき

を理解
り か い

してもらうことと、後日
ご じ つ

、弁護人
べ ん ご に ん

があなたを助
たす

け

る資料
しりょう

にするためのものです。毎日
まいにち

、忘
わす

れないうちに、日付
ひ づ け

、曜日
よ う び

など、空欄
くうらん

にな

るべく正確
せいかく

に記入
きにゅう

しておいてください。

/ / /(月) (火)
逮捕
た い ほ

（逮捕
た い ほ

されてから最長
さいちょう

で72時間
じ か ん

・ただし３日目
に ち め

まではかからないこともあります）

１

（ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ）

( )

１

この最長
さいちょう

７２時間
じ か ん

の間
あいだ

に、検察官
けんさつかん

があなたの弁解
べんかい

を聞
き

いた上
うえ

で、あなたの

拘束
こうそく

を続
つづ

けるよう裁判官
さいばんかん

に請求
せいきゅう

します。その後
ご

、裁判官
さいばんかん

があなたの弁解
べんかい

を聞
き

いた上
うえ

で、拘束
こうそく

を続
つづ

けるかどうかを決定
けってい

します。身に覚えがない場合にまで

罪を認めてしまうと、後で取り消すのは困難です。ちゃんと弁解
べんかい

を聞
き

いても

らえなかったときは、弁護士
べ ん ご し

に言
い

って下
くだ

さい。

(甲野刑事、乙山刑事 )

７ ２

（ １３：１５ ）

逮捕
た い ほ

された時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べ あり □なし

（ １４：０５ ～ １７：３０ ）

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べ □あり □なし

( )

取調官
とりしらべかん

(甲野刑事、乙山刑事)

取調官
とりしらべかん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

３

（ ９：３０ ～ １２：０５ ）

（ １３：３０ ～ １７：００ ）

（ ： ～ ： ）

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

(金)
取
と

り調
しら

べ あり □なし 取
と

り調
しら

べ あり □なし

勾留
こうりゅう

（原則
げんそく

10日間
にちかん

。延長
えんちょう

された場合
ば あ い

さらに最長
さいちょう

10日間
にちかん

。逮捕
た い ほ

と合
あ

わせると合計
ごうけい

で最長
さいちょう

23日間
にちかん

）

取調官
とりしらべかん

(甲野刑事、乙山刑事 )

(木) ３２

取
と

り調
しら

べ あり □なし （ ９：４５ ～ １１：３０ ） （ ９：３０ ～ １２：００ ）

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

※裁判官
さいばんかん

に最初
さいしょ

に会
あ

った

日
ひ

がこの枠
わく

です。

(水)

取調官
とりしらべかん

（ １０：２０ ～ １０：５０ ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

( 丙川検事 ) (甲野刑事、乙山刑事 )

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ １３：００ ～ １７：３０ ）（ １３３０ ～ １６：３０ ）

２

７ ３ ７ ４

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ）

取
と

り調
しら

べ あり □なし

7 1
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７ 11

７ 12

７ ６ ７ ７ ７ ８

/

/

/ /

/// ６４

（ ： ～ ： ） （ ９：３０ ～ １２：００ ）

(月)
取
と

り調
しら

べ □あり なし 取
と

り調
しら

べ □あり なし 取
と

り調
しら

べ あり □なし

(日)

（ １３：００ ～ １７：３０ ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

(土) ５

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ）

９ ７ 10

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

/ /

取調官
とりしらべかん

( ) ( ) (甲野刑事、乙山刑事 )

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

(木)
取
と

り調
しら

べ あり □なし 取
と

り調
しら

べ あり □なし 取
と

り調
しら

べ あり □なし

(水) ９７ (火) ８７

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ９：００ ～ １２：１０ ） （１０：２０ ～ １２：００ ） （ １１：００ ～ １２：００ ）

（ １３：４０ ～ １７：００ ）（ １３：３０ ～ １７：００ ）（ １４：００ ～ １８：３０ ）

( 丙川検事 )

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

(甲野刑事、乙山刑事 ) (甲野刑事、乙山刑事 )

取調官
とりしらべかん

取
と

り調
しら

べ □あり なし

10 (金)

取調官
とりしらべかん

( )
勾留延長

最後
さ い ご

の３日間
にちかん

あたりで、身体
しんたい

拘束
こうそく

を続
つづ

けるかどうかを判断
はんだん

するため、

検察官
けんさつかん

に取
と

り調
しら

べられることがあり

ます。延長
えんちょう

されると、さらに最長
さいちょう

で

１０日間
にちかん

まで拘束
こうそく

されます。

（ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ）

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ）

( )
取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし

( ) ３1 ( ) ２/

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取調官
とりしらべかん

( ) ( ) ( )

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん
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検察官
けんさつかん

の判断
はんだん

釈放
しゃくほう

（不起訴
ふ き そ

・処分
しょぶん

保留
ほりゅう

）／余罪
よ ざ い

がある場合
ば あ い

は再逮捕
さ い た い ほ

釈放
しゃくほう

（略式命令
りゃくしきめいれい

）

起訴
き そ

判決
はんけつ

無罪
む ざ い

・有罪
ゆうざい

（執行猶予
し っ こ うゆ うよ

・実刑
じっけい

）

/

/

/ / /

６４ ( ) ５

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

/ / ( )
取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし

( )

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

( ) ( ) ( )

( )

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし

( ) ９７ ( ) ８

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

( ) ( ) ( )

取
と

り調
しら

べ □あり □なし

10 ( )

保釈
ほしゃく

勾留
こうりゅう

が満期
ま ん き

になると、検察
けんさつ

官
かん

はあなたの処分
しょぶん

をどうする

かを決
き

めなければなりませ

ん。下
した

のような流
なが

れになりま

す。

取調官
とりしらべかん

( )

（ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ）

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ）
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時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

9時30分～12時00分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（ 甲野刑事 京都署

13時00分～19時00分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（ 乙山刑事 京都署

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ １）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

ジーンズは道を歩いていた途中で通りかかって片手で持ったのです。お酒を飲んでいて気が大きく

なっていたので、店員をおどかしてやろうと思ってちょっと歩いただけです。店から離れたのは、４、

５メートルだけだし、店の人が僕を追ってきたので返しました。でも、店の人に泥棒って呼ばれたの

で、冗談だとなんども言い返しました。けれど何度も言われ、最後にカッとなってつきとばして逃げま

した。

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（乙山刑事 ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳
くわ

しく書
か

いて下
くだ

さい）（Ｐ６「２」参

照）

机をバンバン叩きながら、何回も「本当のことを話さんと、会社にいられなくなるぞ！！」と大声で

言われました。

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

2010年7月6日のこと 署名
し ょ め い

京都 太郎 指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

ジーンズを盗む気はありませんでした。店の人をつきとばしたのは、ついカッとなったからです。

万引きだと思われて追いかけられたのだと思う。そう思われても仕方ないでしょう。

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

甲野刑事から、「店の人が万引きだと思って追いかけたんだろう？店の人から見たらそう思われても

仕方ないと思わないか？」「思うんだったら、そう書いてどこが悪い」と言われたので、サインしまし

た。でも、こんなことを書くと、最初からとるつもりだったと思われないか心配です。
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じ け ん

のことを聞
き

いてくる、健康
けんこう

状態
じょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２

０」参照）

①甲野刑事は、弁護士さんと面会のときどんな話をしたの？どんなことを聞かれたの？と聞いてきま

した。それで僕は、アドバイスどおり「言いたくない」と言ったら、「あんな若造の弁護士についてる

と、出られるものも出られんぞ」と言われました。

②かぜ気味なのか、体がしんどく、午前中の取調はだるかったのに、それを言っても何もしてくれま

せんでした。

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

さっきの、万引きだと思われても「仕方ない」という話は、ちがうと言おうかなと思ったけど、結局

言えませんでした。

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

お前さんの言うとおり、ちゃんとここまで聞いてきたんだから、この後は、そのとおり録画中はしゃ

べっておきなよ。と念押しされました。
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/ / /
※裁判官

さいばんかん

に最初
さいしょ

に会
あ

った

日
ひ

がこの枠
わく

です。

( )１

あなたが身体
し ん た い

を拘束
こ う そ く

されている間
あいだ

の手続
て つ づ き

の流
な が

れ

あなたは、拘束
こうそく

されている間
あいだ

、警察
けいさつ

、検察
けんさつ

、裁判所
さいばんしょ

に下
した

の表
ひょう

のような流
なが

れの取
と

り扱
あつか

いを受
う

けます（下
した

の表
ひょう

は、１日
にち

１枠
わく

です）。

下
した

の表
ひょう

は、あなたに手続
てつづき

を理解
り か い

してもらうことと、後日
ご じ つ

、弁護人
べ ん ご に ん

があなたを助
たす

ける資料
しりょう

にするためのものです。毎日
まいにち

、忘
わす

れないうちに、日付
ひ づ け

、曜日
よ う び

など、空欄
くうらん

になるべく正確
せいかく

に記入
きにゅう

しておいてください。

/ / /( ) ( ) ( )
逮捕
た い ほ

（逮捕
た い ほ

されてから最長
さいちょう

で72時間
じ か ん

・ただし３日目
に ち め

まではかからないこともあります）

１ ２ ３

( )

（ ： ）

逮捕
た い ほ

された時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べ □あり □なし

（ ： ～ ： ）

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ）

取調官
とりしらべかん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ）

取調官
とりしらべかん

（ ： ～ ： ）

( )

取調官
とりしらべかん

( )

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

( )
取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし

勾留
こうりゅう

（原則
げんそく

10日間
にちかん

。延長
えんちょう

された場合
ば あ い

さらに最長
さいちょう

10日間
にちかん

。逮捕
た い ほ

と合
あ

わせると合計
ごうけい

で最長
さいちょう

23日間
にちかん

）

この最長
さいちょう

７２時間
じ か ん

の間
あいだ

に、検察官
けんさつかん

があなたの弁解
べんかい

を聞
き

いた上
うえ

で、あなた

の拘束
こうそく

を続
つづ

けるよう裁判官
さいばんかん

に請求
せいきゅう

します。その後
ご

、裁判官
さいばんかん

があなたの弁解
べんかい

を聞
き

いた上
うえ

で、拘束
こうそく

を続
つづ

けるかどうかを決定
けってい

します。身
み

に覚
おぼ

えがない場合
ば あ い

にまで罪
つみ

を認
みと

めてしまうと、後
あと

で取
と

り消
け

すのは困難
こんなん

です。ちゃんと弁解
べんかい

を

聞
き

いてもらえなかったときは、弁護士
べ ん ご し

に言
い

って下
くだ

さい。

( ) ( ) ( )

( ) ３２

取
と

り調
しら

べ □あり □なし （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取調官
とりしらべかん

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

20



/

/

/ /

/// ( )
取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし

( ) ６４ ( ) ５

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

( )

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取調官
とりしらべかん

( ) ( ) ( )

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし

( ) ９７ ( ) ８/ /

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

( )

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

( ) ( )

取調官
とりしらべかん

取
と

り調
しら

べ □あり □なし

10 ( )

取調官
とりしらべかん

( )
勾留延長

最後
さ い ご

の３日間
にちかん

あたりで、身体
しんたい

拘束
こうそく

を続
つづ

けるかどうかを判断
はんだん

するため、

検察官
けんさつかん

に取
と

り調
しら

べられることがあり

ます。延長
えんちょう

されると、さらに最長
さいちょう

で

１０日間
にちかん

まで拘束
こうそく

されます。

（ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ）

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ）

( )
取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし

( ) ３1 ( ) ２/

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取調官
とりしらべかん

( ) ( ) ( )

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん
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検察官
けんさつかん

の判断
はんだん

釈放
しゃくほう

（不起訴
ふ き そ

・処分
しょぶん

保留
ほりゅう

）／余罪
よ ざ い

がある場合
ば あ い

は再逮捕
さ い た い ほ

釈放
しゃくほう

（略式命令
りゃくしきめいれい

）

起訴
き そ

判決
はんけつ

無罪
む ざ い

・有罪
ゆうざい

（執行猶予
し っ こ うゆ うよ

・実刑
じっけい

）

/

/

/ / /

６４ ( ) ５

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

/ / ( )
取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし

( )

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

( ) ( ) ( )

( )

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし 取
と

り調
しら

べ □あり □なし

( ) ９７ ( ) ８

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ） （ ： ～ ： ）

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

取調官
とりしらべかん

( ) ( ) ( )

10 ( )

保釈
ほしゃく

勾留
こうりゅう

が満期
ま ん き

になると、検察
けんさつ

官
かん

はあなたの処分
しょぶん

をどうする

かを決
き

めなければなりませ

ん。下
した

のような流
なが

れになりま

す。

取調官
とりしらべかん

( )

（ ： ～ ： ）

（ ： ～ ： ）

取
と

り調
しら

べられた時間
じ か ん

（ ： ～ ： ）

取
と

り調
しら

べ □あり □なし
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時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査
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時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査
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時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

28



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

29



はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

30



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

31



はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

32



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

33



はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

34



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

35



はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査
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時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

38



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

40



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

42



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

44



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査
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時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査
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時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

50



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

51



はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

52



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

53



はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

54



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

56



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

57



はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

58



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

59



はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

60



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

61



はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

62



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

63



はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

64



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容

65



はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査

66



時間
じかん

出来事
できごと

担当
たんとう

の警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

場所
ばしょ

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

時 分～ 時 分 取
と

り調
しら

べ・引当たり
ひきあ

・その他
た

（

はい・いいえ
→「はい」のときは２へ
→「いいえ」のとき４へ

はい（ ）通
→ 下記６へ

いいえ
→ １３へ

はい・いいえ
→「はい」のときは８へ

→「いいえ」のとき裏の１１へ

６ （５で「はい」のとき）作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

はどのようなものですか？（Ｐ７「６」参照）

（午前
ごぜん

・午後
ご ご

で別
べつ

の調書
ちょうしょ

を作
つく

った場合
ばあい

は、分
わ
けて書

か
いて下

くだ
さい）

５ 取
と

り調
しら

べの結果
け っ か

、調書
ちょうしょ

を作
つく

りましたか？

７ 自分
じ ぶ ん

の言
い

い分
ぶん

と、作
つく

られた調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が食
く

い違
ちが

うところはありましたか？

８ （７で「はい」のとき）どのような点
てん

が食
く

い違
ちが

うのですか？またその際
さい

、他
ほか

の人
ひと

（被害者
ひがいしゃ

、共犯
きょうは

者
んしゃ

、目撃者
もくげきしゃ

）の調書
ちょうしょ

を見
み

せられたり内容
ないよう

を聞
き

かされて、あなたの言
い

い分
ぶん

が間違
ま ち が

っているなどと言
い

われま

したか？（Ｐ７，８「８」参照）

４ あなたは取
と

り調
しら

べの際
さい

、どのようなことを話
はな

しましたか？（Ｐ７「４」参照）

（あなたの身上
しんじょう

、事件
じけん

の動機
ど う き

、事件
じけん

の内容
ないよう

、共犯者
きょうはんしゃ

のこと、他
ほか

）

３ （２を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

２ （１で「はい」のとき）具体的
ぐたいてき

に何
なに

をされましたか？（できるだけ詳しく書いて下さい）（Ｐ６「２」参

照）

このノートを書
か

いた日
ひ

が上
うえ

の日
ひ

と異
こと

なる場合
ばあい

は，このノートを書
か

いた

日
ひ

を右
みぎ

の欄
らん

に書
か

いてください。
年 月 日

年 月 日のこと 署名
し ょ め い

指
し

印
いん

１ 取
と

り調
しら

べをした警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

から、殴
なぐ

られたり蹴
け

られたり、脅
おど

されたりしましたか？

認
みと

めれば保釈
ほしゃく

される、起訴
き そ

しないなどと言
い

われましたか？

日
付
・
署
名
・
指
印

受
け
た
捜
査

取
り
調
べ
の
状
況

取
り
調
べ
の
内
容
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はい・いいえ

はい・いいえ

はい・いいえ
→「はい」のときは12へ
→「いいえ」のとき13へ

14 警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

は取
と

り調
しら

べを録画
ろ く が

しましたか？

そ
の
他

13 その他
た

、取
と

り調
しら

べについて気
き

になったこと（逮捕
たいほ

されている事件
じけん

とは別
べつ

の事件
じけん

（余罪
よざい

）についてしつこ

く聞
き

かれた、弁護人
べんごにん

を信用
しんよう

するなと言
い

われた、他
ほか

）（Ｐ８「１３」参照）

17 調書
ちょうしょ

の作成以外
さくせいいがい

に、具体的
ぐたいてき

に何
なに

をしましたか？（現場
げんば

への引当たり
ひきあ

・上申書作成
じょうしんしょさくせい

など）（Ｐ９「１７」参

照）

16 その他
た

録画
ろ く が

について気
き

になったこと（録画中
ろくがちゅう

に言
い

い分
ぶん

をはっきり言
い

えなかった。録画
ろ く が

が始
はじ

まって言
い

い分
ぶん

を

言
い

ったら一旦
いったん

録画
ろ く が

を中断
ちゅうだん

され、録画
ろ く が

をやり直
なお

された。他
ほか

）（Ｐ９「１６」参照）

はい（取り調べ全て/一部のみ）・いいえ
→「はい」のときは15へ →「いいえ」のとき17へ

15 （14で「はい」のとき）録画
ろ く が

する前
まえ

に、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

とどのようなやりとりをしましたか？（調
ちょ

書
うしょ

を訂正
ていせい

するなら録画
ろ く が

前
まえ

に言
い

うこと、録画
ろ く が

が始
はじ

まってから調書
ちょうしょ

を訂正
ていせい

するなど言
い

わないように。他
ほか

）（Ｐ９「１５」

参照）

20 その他
た

（何
なん

でも書
か

きたいことを書
か

いてください。留置
りゅうち

係
かかり

がしきりに事件
じけん

のことを聞
き

いてくる、健康状態
けんこうじょうたい

が良
よ

くない、など他
ほか

のスペースで書
か

ききれなかったこともここに書
か

いてください。）（Ｐ９「２０」参照）

19 （18を書
か

いたとき）それをしたのは誰
だれ

ですか？（ ）（ ）

18 （17を書
か

いたとき）あなたの言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うことをさせられたりしましたか？

12 （11で「はい」のとき）調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

ったら、警察官
けいさつかん

・検察官
けんさつかん

はどうしました

か？（Ｐ８「１２」参照）

10 直
なお

してもらうことができましたか？

11 調書
ちょうしょ

に署名
しょめい

・指印
し い ん

したくないと言
い

いましたか？

９ 調書
ちょうしょ

の内容
ないよう

が自分
じぶん

の言
い

い分
ぶん

と違
ちが

うから、直
なお

してほしいと言
い

いましたか？

取
り
調
べ
の
録
画

取
り
調
べ
以
外
の
捜
査
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